
コロナワクチンの『令和５年「春」開始接種』（裏面参照）については、５月８日～

８月３１日に実施する予定です。接種対象者は、前回接種から３か月以上経過した「65

歳以上の方」のほか、「基礎疾患を有する方」「医療従事者」などです。

65歳以上の方には、市への申請なく接種券を送付しますが、64歳以下の基礎疾患を

有する方などのうち、令和５年「春」開始接種を希望する方は、以下のとおり接種券の

送付を申請する必要があります。

・「電子申請」

〒335-0022
戸田市大字上戸田5番地の6（福祉保健センター2階）
新型コロナウイルスワクチン接種対策室宛て

FAX番号 048-229-0769

【問い合わせ】戸田市コールセンター ☎０４８－２２９－０５７７
（土日祝日含む午前８時３０分から午後５時まで）

【問い合わせ】戸田市コールセンター ☎０４８－２２９－０５７７
（土日祝日含む午前８時３０分から午後５時まで）

申請方法の詳細はこちら
（戸田市HPのQRコード）

令和５年 春 開始接種令和５年 春 開始接種

戸田市からのお知らせ

【基礎疾患を有する方・医療従事者など】

新型コロナワクチン

・「郵送」又は「FAX」
（申請書は市内公共施設にあります）

接種券

4月8日（必着）までに申請受付の確認ができた方のうち、前回接種から3か
月経過している方には、4月24日頃に接種券を発送予定

※4月8日までに申請受付の確認ができた方のうち、前回接種から3か月経過していない方、及び4月
9日以降、申請受付した方については、前回接種から3か月経過後、随時発送予定

郵 送 先

FAX番号

接種券

発送時期

申請方法

対象者

送付申請のご案内

※ 上の表のうち、令和４年「秋」に開始したオミクロン株対応ワクチン接種をしていない方で、令和
５年「春」開始接種を希望する方は、既に送付済みの接種券をご利用いただけます。市の予約サイ

トにログインできるようにする必要があるため、戸田市コールセンターへ連絡ください。

接種対象者
年齢（接種日

時点の満年齢）

接種券
送付申請

対象者の詳細な範囲

高齢者 65歳以上
不要

(4/24発送予定)

基礎疾患を有する方その他重症化
リスクが高いと医師が認める方

5歳以上
64歳以下

必要

各対象者の詳細な範囲は、前回
（令和4年の4回目接種）の接種
券送付申請の際と同様です。詳
細は、市ホームページ、又は
「市内公共施設に設置している、
対象者別の「接種券送付案内」
を確認してください。

医療従事者等

64歳以下
高齢者施設等の従事者

これまでに2回以上接種をした以下の表に該当する方で、前回接種から3か月以
上経過した方

65歳以上の方
は申請不要



令和５年度のコロナワクチン接種
国では、コロナワクチンを自己負担なく接種できる「特例臨時接種」の実施期間を令和５年３

月３１日までとしていましたが、令和５年度の１年間は期間を延長することを決定しました。

令和５年度のコロナワクチン接種のイメージは以下のとおりです。

4/1～5/7 5/8～8/31 9/1～

令 和 ４ 年

「秋」開始接種

令和 ５ 年「春」 開始接種令和 ５ 年「春」 開始接種

「 春 開 始 接 種 」 の 対 象 以 外 の 方

追 加 接 種

◆初回接種も引き続き実施 【生後６か月～４歳の1～3回、5～11歳の1・2回目、12歳以上の1・2回目】

１２歳以上

５～１１歳

令和４年「 秋 」開始接種や、５～１１歳の追加接種とは何ですか？

令和４年９月に開始した、オミクロン株対応ワクチンによる追加接種（３・４・５回目）で、
令和５年５月７日に終了します。２回目接種を終了した１２歳以上の方を対象とし、１人１回に
限られる追加接種です（例えば、３回目でオミクロン株対応ワクチンを接種したら、４回目で接
種することができません）。

また、５～１１歳の追加接種は、令和４年９月に従来型ワクチンを使用した追加接種(３回目）
を指していましたが、令和５年３月１４日以降は、小児用のオミクロン株対応ワクチンに切り替
えた追加接種（３・４回目）となり、８月末まで行います（接種開始からの期間が短いため、接
種期間を延長して実施）。２回目接種を終了した５～１１歳の方を対象とし、３回目で従来型ワ
クチンを接種した方は、４回目でオミクロン株対応ワクチンを接種することができます。

Q

A

Ｑ ＆ Ａ

令和５年「 春 」開始接種とは何ですか？

令和５年５月８日から８月末までの期間に実施されるものです。対象者は、「６５歳以上の高齢
者」・「５歳以上の方のうち、基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認めるも
の」・「医療従事者」・「高齢者施設等の従事者」です。なお、接種を希望する方は、接種券の
送付申請を行う必要（裏面参照）があります（６５歳以上の方は申請不要）。また、使用するワ
クチンは、オミクロン株対応ワクチンです。

Q

A

令和５年「 秋 」開始接種とは何ですか？

令和５年９月以降に実施されるものです。対象者は、「追加接種可能な全ての年齢の方」です。
また、使用するワクチンは、国が令和５年度早期に決定する予定です。

Q

A

※上記の令和４年「秋」開始接種・令和５年「春」開始接種・令和５年「秋」開始接種は、全て前回接種
から３か月以上経過している必要があります

令 和 ５ 年 「秋」 開 始 接 種

令和 ５ 年「春」 開始接種令和 ５ 年「春」 開始接種


